
１　基本情報

２　総合評価

（１）過年度の管理運営業務に対する評価

（１）関係法令等の遵守（個人情報）

（２）関係法令の遵守（行政手続）

（４）モニタリングの考え方

（５）リスクの考え方

（６）市内産業の振興

（７）市内雇用・障害者等雇用の確保

（１）利用料金の設定

（２）利用者への支援

（１）管理運営業務の実施体制

（２）自主事業の効果的な実施

（３）維持管理計画

（１）支出見積の妥当性

（２）収入見積の妥当性

（２）次期指定管理者の選定に向けての意見

４　管理経費の妥当性 A
A

A

A

　管理運営業務については計画どおり実施した。
　自主事業の実施については、農業体験農園、オーナー制等
市民のニーズに対応したサービスを行い、利用者へのサービス
向上に努めた。
　維持管理業務についてはシバザクラをはじめ、季節ごとに花
の管理を計画どおり行った。

　支出については計画どおりに執行された。
　収入については研修室の利用料金が全年度とも計画額を下
回った。

１　市民の平等な利用の確保
　　施設の適正な管理

　個人情報の保護、研修室の貸し出しに伴う行政手続き、労働
条件等の関係法令を遵守し、施設の適正な維持管理を行った。
利用者に対するモニタリングを実施し、施設内の環境の向上に
努めた。
　各種マニュアルを整備し、防災・防犯に努めた。
　市内業者の利用及び市内雇用を確保した。

【評価の基準】
　Ｓ…事業計画を超える実績・成果が認められた。
　Ａ…概ね事業計画通りの実績・成果が認められた。
　Ｂ…事業計画通りの実績・成果が認められず、改善を要する事項があっ
た。

総　合 A

施設の魅力向上を図り、利用者の確保に努めること。
地域資源の活用を含め、他部局との連携を図りながら、施設の活性化に努めること。

２　市民サービスの向上 　利用料金の設定については条例で定める額とした。
　ホームページの作成及びパンフレット配布等により広報・宣伝
を行った。

３　施設の効用の発揮
　　施設管理能力

A
A

A

A

A

指 定 期 間 所 管 課 経済農政局農政部農政センター農業経営支援課

A

A

A

A

A

施 設 名 千葉市富田都市農業交流センター 指定管理者 富田町管理運営組合

平成24年4月1日～平成29年3月31日

評価項目 評　価 評価の理由

指定管理
事業の概要

・千葉市富田都市農業交流センターの維持管理
・千葉市富田都市農業交流センターを活用した自主事業の実施

A

B

A

A

（３）関係法令の遵守（労働条件）

指定管理者総合評価シート

評 価 者 経済農政局指定管理者選定評価委員会（農政部会）

評価対象期間 平成２４年４月１日～平成２８年３月３１日
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